
 

大気汚染常時監視自動測定機維持管理業務仕様書 

 

（総則） 

第１条 本仕様書は、和歌山市（以下「甲」という。）の設置した大気汚染常時監視自動測

定機（以下「測定機」という。）を維持管理するための業務委託を受注者（以下「乙」

という。）が適切に実施できるよう必要な事項を定めるものである。 

 

（業務内容） 

第２条 乙は、測定機及び測定局舎等の維持管理について、本仕様書及び別添の測定機維

持管理基本要領（以下「基本要領」という。）に従って日常点検、定期点検及び臨時点

検（以下「各点検」という。）を実施し、これらに関する内容を毎月又は甲が求めた時、

甲が指定する様式に従い、甲に報告するものとする。また、測定機及び測定局舎等に不

具合が発見された場合は、ただちに甲に報告し、測定に支障のない状態に保てるよう応

急措置を行うこと。 

２ 乙は、別表１の各測定項目について、月に１回、別表２に従って、測定データを確定

すること。ただし、異常値が確認された場合は原因を解明し、甲に報告し対応を協議す

ること。 

３ 本業務を履行するにあたり乙だけでは判断が難しい場合は、甲に報告し対応を協議す

ること。 

 

（管理技術者） 

第３条 乙は、本業務を履行するために、乙と直接的かつ恒常的な雇用関係にある専任の

管理技術者を置き、各点検を実施する技術者を指揮命令させ、甲及び関連する甲の他の

業務受注者と協議調整させ、業務を統括させること。 

２ 乙は、管理技術者には、本業務で使用するすべての測定機と同一の測定項目の測定機

を使用する業務の担当者として通算で５年以上となる経歴を有する者をもって充てる

こと。 

３ 乙は、管理技術者の業務を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。 

 

（日常点検及びその技術者） 

第４条 別添の基本要領で管理周期が３か月未満の項目を日常点検とする。 

２ 乙は、日常点検を実施する技術者には、環境大気常時監視初級技術者の資格を有する

者又は環境大気常時監視に係る実務経験年数が通算して５年以上の経験を有する者を

もって充てること。 

３ 乙は、日常点検を第三者に委託し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、

甲の承諾を得なければならない。 

４ 日常点検を実施する技術者は、定期点検及び臨時点検が実施される際には、現場に立

ち会い、日常点検の状況を定期点検及び臨時点検を実施する技術者に通知しなければな



 

らない。ただし、管理技術者が認めた場合、日常点検の状況を説明する書類をあらかじ

め作成して管理技術者に提示することで立ち会いに代えることができる。 

 

（定期点検及びその技術者） 

第５条 別添の基本要領で、管理周期が３か月以上の項目を定期点検とする。 

２ 乙は、定期点検を実施する技術者には、環境大気常時監視初級技術者の資格を有する

者又は本業務で使用する測定機（ただし、風向風速計を除く）のうちいずれかの製造会

社における環境大気常時監視に係る実務経験年数が通算して１０年以上の者をもって

充てること。  

３ 乙は、定期点検を第三者に委託し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、

甲の承諾を得なければならない。 

 

（臨時点検及びその技術者） 

第６条 甲、又は乙が本業務で使用する測定機及び測定局舎等に不具合、又はその恐れが

あると認めた時に随時実施する点検を臨時点検とする。 

２ 乙は、本業務で使用する測定機及び測定局舎等に不具合、又はその恐れがないか環境

省大気汚染物質広域監視システム等により監視に努めるものとする。 

３ 乙は、臨時点検を実施する技術者には、管理技術者、日常点検及び定期点検を実施す

る技術者から、状況の必要に応じ選任して充てること。 

 

（作業の時刻） 

第７条 甲の施設での作業は、原則として午前９時から午後５時までとする。ただし、臨

時点検等で、甲から要請があった場合はこの限りではない。 

 

（提出書類等） 

第８条 乙は、契約締結後速やかに、管理技術者届を甲に提出しなければならない。 

２ 乙は、各点検を実施するまでに各担当技術者届を甲に提出しなければならない。 

３ 乙は、各点検を実施するまでに本業務で使用する高圧ガスの管理報告書を甲に提出し

なければならない。 

４ 乙は、本条に定める提出書類等の内容に変更を生じたときは、甲に対してただちに通

知し、かつ、速やかに変更した提出書類等を提出しなければならない。 

 

（測定機維持管理業務関連事項） 

第９条 乙は、本業務を実施するときは、測定機の取扱説明書、環境省「環境大気常時監

視マニュアル」及び社団法人日本環境技術協会「環境大気常時監視実務推進マニュアル」

に準じて行うこと。 

２ 乙は、各測定項目の欠測が少なくなるよう維持管理に努め、年間測定時間数が６，０

００時間を下回らないように努めなければならない。測定機が修繕等により、長期間欠



 

測の状態となった場合の費用減額は、その都度、甲と乙の間で協議し決定する。 

３ 乙は、管理技術者を携帯電話等で第７条に示す作業の時刻を問わず、常に甲との連絡

をとれる体制とし、連絡がとれない場合はその代理者を選任すること。 

４ 乙は、甲から臨時点検の要請があれば、第７条に示す作業の時刻を問わず、ただちに

技術者を選任して現場に派遣し対処すること。臨時点検の要請後、概ね２時間以内には

現地に到着し、応急措置を実施すること。 

５ 乙は、測定機を修繕するとき、必要に応じて当該測定機の製造会社又はその関連会社

に技術者を依頼し、修繕を行うこと。 

６ 乙は、測定局舎等を毎週点検し、異常があれば甲に報告すること。 

７ 乙は、契約期間が終了するときは、次期受注者が遅滞なく引き継げるように協議し   

測定局舎の鍵等を返却し、引継ぎに必要な作業を行うこと。 

８ 乙は、Ｏｘ計の動的校正については、和歌山県の自治体基準器、又はこれに等価する

基準器を用いること。なお、和歌山県から自治体基準器の借用をする手続きは甲が行う。 

 

（点検及び消耗品等の費用負担） 

第１０条 乙は、各点検を乙の負担で実施すること。 

２ 乙は、本業務で使用する測定機の消耗品及びその補充交換に伴う作業を適切な時期に

乙の負担で用意及び実施すること。 

３ 乙は、本業務で使用する測定機の定期交換部品で管理周期が１か年以内に設定されて

いる部品及びその交換に伴う作業を適切な時期に乙の負担で用意及び実施すること。た

だし、甲が性能維持上交換の必要がないと認めた場合は、この限りではない。 

４ 乙は、消火器等の測定局舎備品及びその補充交換に伴う作業を適切な時期に、乙の負担

で用意及び実施すること。 

 

（修繕の費用負担及び修繕計画） 

第１１条 乙は、本業務で使用する測定機及び測定局舎等に不具合が生じた時は、その応

急措置及び軽微な修繕を乙の負担で実施すること。ただし、軽微な修繕とは１回の修繕

費用が３万円（定期点検、日常点検及び臨時点検の作業と重複する作業の費用を含まな

い）以下の修繕とする。 

２ 乙は、軽微な修繕を超える修繕の必要性が生じた時は、報告書を作成して現況写真と

当該測定機を修繕できる２者から徴収した見積書を添付して提出し、甲の承諾を得なけ

ればならない。この見積書の徴収に要する費用は乙の負担とする。 

３ 乙は、９月末日までに、本業務で使用する測定機の定期交換部品で管理周期が１か年

を超えて設定されている部品及び老朽化等により交換の必要性が生じる可能性の高い

部品について、次年度末までの修繕計画を策定し、計画書を作成して現況写真と当該測

定機を修繕できる２者から徴収した見積書を添付して提出し、甲の承諾を得なければな

らない。この見積書の徴収に要する費用は乙の負担とする。 

 



 

４ 乙は、本業務委託期間内に次年度末までの修繕計画に変更の必要が生じた時は、計画

書及び添付資料を変更して提出し、甲の承諾を得なければならない。 

 

（報告） 

第１２条 乙は、本業務に係る報告については別添の基本要領に従うこと。 

２ 乙は、各点検を実施した時は、速やかに甲に報告し、検印を受け、報告書をまとめ月

毎に甲に提出すること。 

３ 乙は、点検の結果、本業務で使用する測定機及び測定局舎等に不具合、又はその恐れ

を確認した場合は、甲に報告すること。 

 

（立入検査） 

第１３条 甲は、随時乙の業務を立入り検査することが出来る。この時の指示事項につい

ては、乙は速やかに従うこと。 

 

（遵守事項） 

第１４条 乙は、本業務を行うにあたり、高圧ガス保安法、環境法令及びその他関係法令

に従うこと。 

２ 乙は、本業務にあたり、測定局舎内、学校施設内等周辺で喫煙してはならない。 

３ 乙は、本業務にあたり、測定局舎の設置されている当該施設に立ち入る際は、都度そ

の管理者に許可を得て、許可された以外の場所に立ち入ってはならない。 

４ 乙は、本業務にあたり、当該施設の管理者に許可された以外の設備等に触れてはなら

ない。 

５ 乙は、本業務に伴い、知り得た情報、デ－タ等を第三者に漏洩してはならない。 

６ 乙は、本業務に伴い、第三者及び甲の所有物を破損した場合は、その損害を賠償しな

ければならない。 

７ 乙は、「大気汚染常時監視システム運用管理業務」の受注者と共同で作業する必要が生

じた場合は、相互に協力しなければならない。 

８ 乙は、本業務にあたり、使用する車両については関係法令を遵守し、駐車等周辺に迷

惑を与えてはならない。 

 

（月次処理に係る協議） 

第１５条 乙は、測定機より得られたデータ確定の月次処理に係る協議に管理技術者を参

加させること。また、その際は日常点検を実施する技術者を伴わせ、定期点検を実施し

た当該月の月次処理に係る協議には定期点検を実施する技術者も併せて伴わせること。 

２ 乙は、月次処理に係る協議について甲の「大気汚染常時監視システム運用管理業務」

の受注者より連絡があった場合、対応し調整すること。 

３ 月次処理に係る協議に要する場所は、甲において用意する。 

 



 

（その他） 

第１６条 本仕様書に定めのない事項及び疑義が生じた場合は、甲と乙で協議し、誠意を

もって対処すること。 

 



 

別表１ 

種別 メーカー名 機種名 設置場所 数量 

硫黄酸化物計 東亜 DKK㈱ GFS-352B 宮前小学校 1 

硫黄酸化物計 

浮遊粒子状物質計 

（複合機） 

紀本電子工業㈱ SAP-700 
明和中学校 

中之島小学校 
2 

東亜 DKK㈱ GFS-327C 

小倉小学校 

市立和歌山高校 

衛生研究所 

3 

窒素酸化物計 

紀本電子工業㈱ NA-721 市立和歌山高校 1 

東亜 DKK㈱ GLN-354D 
明和中学校 

衛生研究所 
2 

窒素酸化物計 

オキシダント計 

（複合機） 

紀本電子工業㈱ OAN-700 

清明寮 

小倉小学校 

中之島小学校 

3 

オキシダント計 

紀本電子工業㈱ OA-781 明和中学校 1 

東亜 DKK㈱ GUX-353B 
市立和歌山高校 

衛生研究所 
2 

一酸化炭素計 ㈱堀場製作所 APMA-3700R 新南小学校 1 

微小粒子状物質計 紀本電子工業㈱ PM-712 

市立和歌山高校 

小倉小学校 

明和中学校 

衛生研究所 

4 

微小粒子状物質計 

浮遊粒子状物質計 

（複合機） 

紀本電子工業㈱ PM-712-S 宮前小学校 1 

二酸化硫黄 

微小粒子状物質計 

浮遊粒子状物質計 

（複合機） 

紀本電子工業㈱ 
SA-731 

PM-712-S 
湊小学校 1 

風向風速計 

光進電気工業㈱ MVS-350B 

小倉小学校 

宮前小学校 

湊小学校 

市立和歌山高校 

明和中学校 

5 

㈱ANEOS C-W175N 

清明寮 

中之島小学校 

衛生研究所 

3 

※ 測定機種は令和８年１月時点のものであり、随時更新の可能性があるものとする。 

※ 以下、硫黄酸化物計…ＳＯ２計 浮遊粒子状物質計…ＳＰＭＢ計 窒素酸化物計…ＮＯｘ計 

オキシダント計…Ｏｘ計 一酸化炭素計…ＣＯ計  微小粒子状物質計…ＰＭ２．５計とする。 



 

別表２ 

手順 作業名 作業内容 

1 値の一致性を確認 伝送された値と記録値がほぼ同一であるかを確認する。 

2 高・低・平均値を確認 各値が過去のデータと比較し、異常値でないか確認す

る。 

3 0値を確認 0値が不自然に継続していないか確認する。 

4 欠測値を確認 欠測の内容を種類別に分類し、データとして生かせる値

を確認する。 

5 修正作業 データを変更する場合、データベースの値を変更する。 

6 修正値を確認 修正した値が正しく変更されているか確認を行う。 

7 データの確定作業 修正作業を終えた後、データベースの各種月次処理を行

う。 

8 欠測原因調査・登録 24時間以上連続して欠測になった際の原因を調べ、デー

タベースに登録する。 

9 最大値等の表の作成 当月の最大値比較表、日平均比較表、異常・基準超過値

一覧、環境濃度測定結果集計表を作成する。 

10 欠測状況表の作成 欠測状況表を作成する。 

11 報告書の提出 業務報告書を月に 1回、甲へ提出する。 

 

 

 

 



 

別添 

測定機維持管理基本要領 

 

 １ 測定機の維持管理業務は、本要領の各表に従い行うこと。 

 ２ 定期点検は週毎に点検し、異常時は速やかに報告すること。 

 ３ 臨時点検は必要に応じて随時指示する。 

 ４ ＳＯ２計、ＮＯｘ計のスパン校正は、１か月に１回とする。 

 ５ ＳＰＭＢ計、ＰＭ２．５計の校正は、３か月に１回とする。 

６ ＳＰＭＢ計、ＰＭ２．５計の空試験は、年１回とする。 

 ７ ＳＯ２計、ＮＯｘ計の繰り返し性、直線性、応答性の確認は、年１回とする。 

  ＮＯｘ計についてはコンバーター効率の確認も年１回行うこと。 

 ８ Ｏｘ計の動的校正については、年１回とし、和歌山県の定める光化学オキシダント特別

監視期間前にそれぞれ行うこと。 

 ９ ＳＯ２計、ＮＯｘ計、ＣＯ計に使用する標準ガスは、年２回交換し、標準ガスはすべて

検定付きを使用すること。 

１０ 測定機のデータ（１時間値）については、１か月に１回、記録媒体等を用いてデータを

取り出し、バックアップすること。 

１１ 測定局舎等の管理（室内）は、電灯、換気扇、空調機等は毎週目視確認すること。空調

機フィルタについては年１回清掃すること。 

１２ 測定局舎等の管理（室外）は、鍵、大気試料採取管、風向風速計発信器、測定局舎外壁

屋上、測定局舎周辺等は、毎週目視確認すること。 

１３ 測定機の更新については、随時対応すること。 

１４ その他、契約締結後、測定局舎の場所、鍵等について甲の説明を受け、本業務に当たる

こと。 

１５  疑義の質問について 

入札者は、見積期間中に、仕様書等において疑義のある場合は、関係職員の説明を求める

ことができる。質問事項は文書で担当課長あて提出すること。 

締切日は入札日（入札日は含まない。）より５日前（ただし、締切日が土曜日及び日曜

日並びに国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日になる場

合はその前日とする。）の１７時までとする。 

なお、質問事項の回答については、質問者に文書にて回答するとともに、和歌山市ホー

ムページ入札・契約情報画面において公開するものとする。 
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体 

ﾌｨﾙﾀ(1) 汚れ 

目詰まり 

清掃 

目詰まりがないこと 

 

ﾎﾙﾀﾞ内部 

○ □ □   

 

○ 

   目視、交換 試料大

気導入

口 

ﾌｨﾙﾀ(2) 汚れ 

目詰まり 

清掃 

目詰まりがないこと 

 

ﾎﾙﾀﾞ内部 

○    ○ □ □ 

 

○ 

 目視、交換 ｶ ﾞ ｽ 流

路 

流量計 動作 

 

 

流量表示 

内面の汚れがないこと 

ﾌﾛｰﾄの引っかかりがない

こと 

設定流量範囲内であるこ

と 

○ 

 

 

○ 

 

 

 

○ 

 

 

 

○ 

 ○ ○   目視、洗浄 

 

 

目視、流量調

整ｱﾗｰﾑの確認 

 

ﾎﾟﾝﾌﾟ 動作 

 

流量 

異常音、異常振動がない

こと 

設定流量が吸引できるこ

と 

○ 

 

○ 

  ○  

 

○ 

  

 

□ 

 視聴、目視 

 

ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ､ﾊﾞﾙ

ﾌﾞ等の交換 

 

切換弁 動作 試料大気と校正用ｶﾞｽの

切換えができること 

○    ○    切換え操作に

より確認 

 

炭化水素

除去器 
除去能力 能力確認 

定期交換 

      □ 

 

  

定期的に交換 

 

光源部 光量 規定光量 

定期交換 

○  ○     

□ 

 表示を確認  

吸着剤 

触媒 

能力 定期交換       □  定期的に交換  

毛細管 汚れ、目詰

まり 

目詰まりがないこと ○    ○  □  内部洗浄又は

交換 

 

蛍光室 清掃 ｾﾞﾛ校正、 ｽﾊﾟﾝ校正でき

ること 

     ○ ○  ｾﾙ窓、ｾﾙ壁面 

清掃 

 

測光部 温度 規定温度であること ○    ○    目視  

記 

 

録 

 

計 

印字 ｲﾝｸ切れ又は

ｲﾝｸﾘﾎﾞﾝ 
ｲﾝｸ切れがないこと 

印字が薄くないこと 

○ 

○ 

 

○ 

 ○  □ □ □ 専用掃除具で

洗う 

 

ﾍﾟﾝ先 汚れ 

詰まり 

汚れ、詰まりなどがない

こと 

    ○    目視、清掃  

記録紙 残量 残量を確認すること ○   □     目視、交換  

総 

 

合 

 

調 

 

整 

ｾﾞﾛ校正 機能 ｾﾞﾛ校正が可能なこと 

前回校正時より±4ppb 以下 

○   ○ ○    ｾﾞﾛｶﾞｽを導入し指

示が安定した後校正 

 

ｽ ﾊ ﾟ ﾝ 校

正 

機能 ｽﾊﾟﾝ校正が可能なこと 

前回校正時より±4％以下 

○   ○ ○    ｽﾊﾟﾝｶﾞｽを導入し指

示が安定した後校正 

 

繰 り 返

し 性 の

確認 

機能 最大目盛値の±2％ ○      ○    

直線性の

確認 

機能 最大目盛値の±4％ ○      ○  20、50、75％

付近のｶﾞｽ導

入 

 

○点検（調整、清掃含む） 

□交換又は補充 

 



 

ＳＰＭＢ計 

管 理 項 目 

基  準 

始

動

時 

管 理 周 期 

実施方法 備考 
1

週 

2

週 

1

月 

3

月 

6

月 

1

年 

適

時 

 
対象 項目 

試
料
導
入
部 

試 料 大

気 導 入

管 

内面汚れ 

折れ 

異物の吸い

込み 

汚れが顕著でないこと 

折れがないこと 

虫等の混入がないこと 

 

○ 

 

  ○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

 □  目視、交換 

目視 

目視 

 

本 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

体 

分粒器 粗粒集塵室

の清掃 

ｻｲｸﾛﾝ内壁

の洗浄 

粗粒の溜りが顕著でない

こと 

ｻｲｸﾛﾝの内壁を洗浄する 

    ○ 

 

○ 

 

 

 

  目視、室の清

掃 

 

流量計 動作 

 

 

洗浄 

内面の汚れがないこと 

ﾌﾛｰﾄのひっかかりがない

こと 

ﾌﾛｰﾄ形：内壁とﾌﾛｰﾄ洗浄 

ﾏｽﾌﾛｰ ：ｵｰﾊﾞｰﾎｰﾙ 

○   ○ ○  

 

 

 

 

 

 

○ 

 

 

 

 

 

○ 

目視 

 

 

洗浄 

 

 

 

 

ﾒ ｰ ｶ ｰ依

頼 

流 量 安

定 化 装

置 

流量確認 

 

 

動作確認 

実流量が設定流量どおり

であるかどうか確認、調

整 

流量調整がｽﾑｰｽﾞなこと 

○ 

 

 

○ 

 

 

 

○ 

 ○     校正済みﾌﾛｰﾄ

形面積流量計

を用いて実流

量を確認、調

整する 

 

試 料 大

気 吸 引

ﾎﾟﾝﾌﾟ 

動作 

 

 

分解点検 

異常音、異常振動がない

こと 

排気温度が高くないこと 

ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑが摩耗していな

いこと 

 ○ 

 

○ 

    

 

 

 

□ 

 

 

□ 

 必要に応じて

ﾎﾟﾝﾌﾟの分解

清掃及び部品

交換並びにﾎﾟ

ﾝﾌﾟ交換 

 

ｶﾞｽ流路

配管 

内面の汚れ 

 

折れ、外れ 

汚れが顕著でないこと 

 

折れ、外れがないこと 

     

 

○ 

 □  目視、清掃又

は交換 

目視 

 

試 料 捕

集部 

密着度 ｽﾎﾟｯﾄの輪郭がはっきり

していること 

○ ○         

ろ紙 ろ紙残量 

巻取具合 

ｽﾎﾟｯﾄ 

残量が充分あること 

巻取りがｽﾑｰｽﾞなこと 

ｽﾎﾟｯﾄ間隔が一定である

こと 

 

○ 

○

○

○ 

 □     目視、交換 

目視 

目視 

 

線源部 汚れ 線源部の保護膜表面が汚

れていないこと 

     ○  □ 目視、清掃  

検出部 汚れ 検出部の保護膜表面が汚

れていないこと 

     ○   目視、清掃  

制御部 動作 正常であること ○    ○    動作確認  

記 

録 

計 

印字 ｲ ﾝ ｸ切れ又

はｲﾝｸﾘﾎﾞﾝ 

ｲﾝｸ切れがないこと 

印字が薄くないこと 

○

○ 

 

○ 

 ○  □ □ □ 専用掃除具で

洗う 

 

ﾍﾟﾝ先 汚れ 

詰まり 

汚れ、詰まりなどがない

こと 

    ○    目視、清掃  

記録紙 残量 残量を確認すること ○   □     目視、交換  

総 

合 

調 

整 

ｾﾞﾛ校正 機能 ｾﾞﾛ校正が可能なこと 

空試験が可能なこと 

○ 

○ 

  ○    

○ 

 

 

 

ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ管を

含めた空試験 

 

ｽ ﾊ ﾟ ﾝ 校

正 

機能 ｽﾊﾟﾝ校正が可能なこと ○    ○    等価膜を用い

て静的試験 

 

流 量 制

御 

機能 

 

実流量が設定流量どおり

であるか確認、調整 

○ 

 

  ○   

 

 

 

   

○点検（調整、清掃含む） 

□交換又は補充 



 

ＮＯｘ計 

管 理 項 目 

基  準 

始

動

時 

管 理 周 期 

実施方法 備考 
1

週 

2

週 

1

月 

3

月 

6

月 

1

年 

適

時 

 
対象 項目 

試

料

導

入

部 

試 料 大

気 導 入

管 

内面汚れ 

 

折れ 

 

接続部の漏

れ 

汚れが顕著でないこと 

 

折れがないこと 

 

漏れがないこと 

○ 

 

○ 

 

○ 

  ○ 

 

○ 

 

○ 

  □  目視、交換 

 

目視 

 

漏れ試験 

 

本 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

体 

ﾌｨﾙﾀ 

(ｻﾝﾌﾟﾙ 

ﾗｲﾝ) 

汚れ 

目詰まり 

清掃 

目詰まりがないこと 

 

ﾎﾙﾀﾞ内部 

○  □   

 

○ 

   目視、交換 所定の

ﾌｨﾙﾀを

用いる 

流量計 

 

動作 

 

 

流量表示 

内面の汚れがないこと 

ﾌﾛｰﾄのひっかかりがない

こと 

設定流量範囲内であるこ

と 

○ 

 

 

○ 

 

 

 

○ 

 

 

 

○ 

 ○ ○   目視、洗浄 

 

 

目視、流量調

整ｱﾗｰﾑの確認 

 

圧力計 圧力表示 設定圧力範囲内であるこ

と 

○ ○ ○      目視、圧力調

整ｱﾗｰﾑの確認 

 

ｶﾞｽ流量

制御部 

圧力、流量 規定値であること ○   ○ ○    毛細管､ｵﾘﾌｨｽ

の詰まり､圧

力調整器等の

動 作 を 圧 力

計､流量計に

より確認 

規 定 値

と 違 い

が あ れ

ば 流 路

図 を 参

考 に し

て 原 因

を 調 べ

る 

（漏れ、

詰 ま り

等） 

ﾌｨﾙﾀ 

(その他

のﾗｲﾝ) 

汚れ 

 目詰まり 

清掃 

目詰まりがないこと 

 

ﾎﾙﾀﾞ内部 

○    ○ □ □ 

 

○ 

 目視、交換  

吸引ﾎﾟﾝ

ﾌﾟ 

動作 

 

流量 

異常音、異常振動がない

こと 

設定流量が吸引できるこ

と 

○ 

 

○ 

  ○  

 

○ 

 

 

□ 

 

 

□ 

 目視 

 

ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ､ﾊﾞﾙ

ﾌﾞ等の交換 

 

切換弁 動作 NOx 測定ﾗｲﾝ、NO 測定

ﾗｲﾝの切替導入が可能な

こと 

○    ○    切換操作等に

より確認 

 

除 湿 乾

燥器 

交換 乾燥剤の交換       □  定期的に交換 自動再

生方式

の機種

はその

動作の

点検を

行う 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

管 理 項 目 

基  準 

始

動

時 

管 理 周 期 

実施方法 備考 
1

週 

2

週 

1

月 

3

月 

6

月 

1

年 

適

時 

 
対象 項目 

本 
 
 

 

体 

ｵ ｿ ﾞ ﾝ 処

理器 

交換 吸着剤、触媒の交換     □ □ □  定期的に交換 

 

 

ｺﾝﾊﾞｰﾀ 

 

温度 

 

ｺﾝﾊﾞｰﾀ効率 

 

 

交換 

設定温度範囲内であるこ

と 

95％以上であること 

 

 

ﾕﾆｯﾄの交換 

○ ○  ○  

 

 

  

 

○ 

 

 

□ 

 目視 

 

NO、NO2 ｶﾞｽ

で点検 

 

定期的に交換 

 

 

必要と

思われ

る時に

実施 

反応槽 清掃 汚れのないこと       ○  他の原因を点

検後反応槽(ｾ

ﾙ窓、ｾﾙ壁面

等)を清掃 

 

光 電 測

光部 

温度 温度制御(検出器部、流量

調整部、PMT ｸｰﾗｰ等)が

正常動作していること 

○   ○   ○  目視  

記 

録 

計 

印字 ｲ ﾝ ｸ切れ又

はｲﾝｸﾘﾎﾞﾝ 

ｲﾝｸ切れがないこと 

印字が薄くないこと 

○

○ 

 

○ 

 ○  □ □ □ 専用掃除具で

洗う 

 

ﾍﾟﾝ先 汚れ、詰ま

り 

汚れ、詰まりがないこと     ○    目視、清掃  

記録紙 残量 残量を確認すること ○   □     目視、交換  

総 
 

合 
 

調 
 

整 

ｾﾞﾛ校正 機能 ｾﾞﾛ校正が可能なこと 

 

前回校正時より±4ppb

以下 

○   ○ ○    ｾﾞﾛｶﾞｽを導入

し指示が安定

した後、ｾﾞﾛ

校正 

 

ｽ ﾊ ﾟ ﾝ 校

正 

機能 ｽﾊﾟﾝ校正が可能なこと 

 

前回校正時より±4％以

下 

○   ○ ○    ｽﾊﾟﾝｶﾞｽを導

入し指示が安

定した後、ｽﾊﾟ

ﾝ校正 

 

繰 り 返

し 性 の

確認 

機能 最大目盛値の±2％ ○      ○  各々3 回導入 偏差確

認 

直 線 性

の確認 

機能 最大目盛値の±4％ ○      ○  25、50、75%

付近のｶﾞｽ導

入 

偏差確

認 

○点検（調整、清掃含む） 

□交換又は補充 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ｏｘ計 

管 理 項 目 

基  準 

始

動

時 

管 理 周 期 

実施方法 備考 
1

週 

2

週 

1

月 

3

月 

6

月 

1

年 

適

時 

 
対象 項目 

試
料
導
入
部 

試 料 大

気 導 入

管 

 

内面汚れ 

 

折れ 

 

接続部の漏れ 

汚れが顕著でないこと 

 

折れがないこと 

 

漏れがないこと 

○ 

 

○ 

 

○ 

  ○ 

 

○ 

 

○ 

□  □  目視、交換 

 

目視 

 

漏れ試験 

 

本 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

体 

ﾌｨﾙﾀ 汚れ 

目詰まり 

 

清掃 

目詰まりがないこと 

 

 

ﾎﾙﾀﾞ内部 

○ □ □   

 

 

○ 

   目視、流量調

整 

 

清掃 

所定の

ﾌｨﾙﾀを

用いる 

流量計 動作 汚れのないこと 

ﾌﾛｰﾄの静止がないこと 

○    ○ ○   目視、洗浄  

ﾆｰﾄﾞﾙ弁 汚れ 

目詰まり 

流量調整がｽﾑｰｽﾞなこと

又は設定 

○      ○  ﾆｰﾄﾞﾙ弁を操

作して確認、

清掃 

 

吸引ﾎﾟﾝ

ﾌﾟ 

動作 

 

設定流量 

異常音、異常振動がない

こと 

設定流量範囲内であるこ

と 

○ 

 

○ 

  ○  

 

○ 

  

 

□ 

  

 

目視、流量調整

分解清掃、ﾀﾞｲﾔﾌﾗ

ﾑ定期交換 

 

三 方 電

磁弁 

動作 漏れのないこと ○     ○ 

 

 

□ 

 流量計により点検 

三方弁交換 

 

ｵ ｿ ﾞ ﾝ 分

解器 

動作 ｵｿﾞﾝが分解されかつ水分

等の影響のないこと 

     

 

 

○ 

 

 

□ 

 ｵｿﾞﾝｶﾞｽ等に

より確認 

交換 

 

光 源 ﾗ ﾝ

ﾌﾟ 

電圧 

 

光量 

設定電圧で点灯しかつ変

動がないこと 

ﾗﾝﾌﾟの黒ずみ、汚れのな

いこと 

規定光量があること 

○ 

 

○ 

 

○ 

   

 

 

 

○ 

 

 

○ 

 

○  

 

 

 

□ 

 電圧測定 (電

圧 表 示 の 点

検) 

 

ﾗﾝﾌﾟ交換 

 

試料ｾﾙ 汚れ 汚れのないこと     ○  ○  定期的に分解清掃  

配管全体 漏れ  ○    ○    各配管の接続

部を点検 

 

記 
 

録 
 

計 
印字 ｲ ﾝ ｸ切れ又

はｲﾝｸﾘﾎﾞﾝ 

ｲﾝｸ切れがないこと 

印字が薄くないこと 

○ 

○ 

 

○ 

 ○     専用掃除具で

洗う 

 

ﾍﾟﾝ先 汚れ、詰ま

り 

汚れ、詰まりなどがない

こと 

    ○    目視、清掃  

記録紙 残量 残量を確認すること ○   □     目視、確認  

総
合
調
整 

ｾﾞﾛ校正 機能 前回校正時より±4ppb 以下      ○   精製空気導入  

ｽﾊﾟﾝ校正 機能 前回校正時より±4％以下      ○   ｵｿﾞﾝ発生器使用  

直 線 性

の確認 

機能 最大目盛値の±4％      ○ ○  20、40、80%

のｵｿﾞﾝｶﾞｽ導

入 

偏差確

認 

○点検（調整、清掃含む） 

□交換又は補充 

 

 



 

ＣＯ計 

管 理 項 目 

基  準 

始

動

時 

管 理 周 期 

実施方法 備考 
1

週 

2

週 

1

月 

3

月 

6

月 

1

年 

適

時 

 
対象 項目 

試 
 

料 
 

導 
 

入 
 

部 

試 料 大

気 導 入

管 

内面汚れ 

 

 

折れ 

気密性 

汚れが顕著でないこと 

 

 

折れがないこと 

漏れがないこと 

○ 

 

 

○ 

○ 

   ○ 

 

 

○ 

○ 

○ 

 

 

○ 

○ 

□  目視、空気の

逆吹き等で内

部清掃 

目視 

目視 

 

ﾌｨﾙﾀ 汚れ 

目詰まり 

汚れがないこと 

目詰まりがないこと 

○ 

○ 

□ 

□ 

□ 

□ 

   □  目視 

目視 

 

ﾎﾟﾝﾌﾟ 流量 

動作 

規定流量が出ること 

異常音、異常振動のない

こと 

○ 

○ 

  ○ 

○ 

  □  流量計で確認 

必要に応じ分

解清掃又は部

品交換 

 

流 量 調

整機構 

動作 流量調整が可能なこと ○     ○   調整確認  

切換弁 動作 切換動作が可能なこと ○     ○   切換確認  

ｾ ﾞ ﾛ ｶ ﾞ ｽ

発生器 

精製能力 

 

設定温度 

気密性 

CO 除去の効率が充分あ

ること 

規定温度であること 

目詰まりのないこと 

○ 

 

○ 

○ 

    ○ 

 

○ 

○ 

  取扱説明書に

よる 

温度の確認 

試料流量で確

認 

ｴ ﾚ ﾒ ﾝ ﾄ

の交換

は 6 ヵ

月 ～ 1

年 

除 湿 器

(電子冷

却器) 

設定温度 規定温度であること ○     ○   冷却温度確認 

調整 

 

流量計 動作 ふらつき、汚れ、ひっか

かりのないこと 

○ ○       目視  

配 管 全

体 

汚れ 

目詰まり 

気密性 

汚れがないこと 

折れ、目詰まりのないこと  

漏れのないこと 

○ 

○ 

○ 

    ○ 

○ 

○ 

  目視 

目視 

目視、石鹸水

等で漏れ確認 

 

本 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

体 

光源 輝度 

汚れ 

 

電圧 

暗赤色に輝いていること 

窓反射面に破損、くもり

がないこと 

規定電圧であること 

      ○ 

○ 

 

○ 

 目視 

目視 

 

電圧又は抵抗

値の測定 

 

試料ｾﾙ 汚れ 汚れ、くもり、ｾﾙ窓の破

損がないこと 

      ○  目視  

比較ｾﾙ 汚れ 窓の汚れ、破損がないこ

と 

      ○  目視  

回転ｾｸﾀ 動作 円滑に回転していること       ○  目視  

光 学 固

体 ﾌ ｨ ﾙ ﾀ

(干渉ﾌｨﾙ

ﾀ) 

 干渉成分の影響値が規定

値以下であること 

     ○   干渉ｶﾞｽを流

し影響値を測

定する 

 

検出器 動作 正常な指示調整が可能な

こと 

      ○  校正用ｶﾞｽに

よる性能確認 

 

 

 

 

 

 



 

 

管 理 項 目 

基  準 

始

動

時 

管 理 周 期 

実施方法 備考 
1

週 

2

週 

1

月 

3

月 

6

月 

1

年 

適

時 

 
対象 項目 

本 
 
 

 

体 

前 置 増

幅器 

動作 

電圧 

接続 

正常な動作であること 

各部電圧が正常なこと 

接続が完全であること 

      ○ 

○ 

○ 

 動作確認 

電圧測定 

目視 

 

主 増 幅

器 

動作 

電圧 

接続 

正常な動作であること 

各部電圧が正常なこと 

接続が完全であること 

      ○ 

○ 

○ 

 動作確認 

電圧測定 

目視 

 

指示計 動作 正常な動作であること       ○  ｾﾞﾛ調整器を

調整し動作確

認 

 

温 度 調

整器 

動作 正常な動作であること       ○  温調動作の確

認 

 

そ 

の 

他 

付 

属 

装 

置 

自 動 校

正装置 

動作 正常な動作であること ○ ○       動作の確認  

平 均 値

演算器 

動作 正常な動作であること ○     ○   一定の入力信

号を与え、指

定時間単位に

正しい出力が

得られること

を確認 

 

多 点 切

換器 

動作 正常な動作であること ○     ○   動作の確認  

校 正 用

ｶﾞｽ 

圧力 

気密性 

充分な残圧があること 

漏れがないこと 

○ 

○ 

○    □ 

○ 

□  目視 

高圧ｶﾞｽ交換

時に石鹸水等

で漏れ確認 

有効期

限に注

意する

こと 

記 
 

録 
 

計 

印字 ｲ ﾝ ｸ切れ又

はｲﾝｸﾘﾎﾞﾝ 

ｲﾝｸ切れがないこと 

印字が薄くないこと 

○ 

○ 

 

○ 

 ○     専用掃除具で

洗う 

 

ﾍﾟﾝ先 汚れ、詰ま

り 

汚れ、詰まりがないこと     ○    目視、清掃  

記録紙 残量 残量を確認すること ○   □     目視、交換  

総 
 

合 
 

調 
 

整 

光 学 系

調整 

機能 光学系の調整状態が正常

であること 

○     ○   取扱説明書に

よる 

 

ｾﾞﾛ校正 機能 ｾﾞﾛ校正が可能なこと ○ ○       ｾ ﾞ ﾛ ｶ ﾞｽを流

し、ｾﾞﾛ校正 

 

ｽ ﾊ ﾟ ﾝ 校

正 

機能 ｽﾊﾟﾝ校正が可能なこと ○ ○       ｽﾊﾟﾝｶﾞｽを流

し、ｽﾊﾟﾝ校正 

 

流 量 制

御 

機能 調整又は設定が可能なこ

と 

○ ○       測定状態での

流量設定 

 

○点検（調整、清掃含む） 

□交換又は補充 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ＰＭ２．５計 

管 理 項 目 
基  準 

始

動

時 

管 理 周 期 

実施方法 備考 
1

週 

1

月 

3

月 

6

月 

1

年 

適

時 

 
対象 項目 

試

料

導

入

部 

PM10ｲﾝﾚ

ｯﾄ 

内面汚れ 

装置内壁の 

洗浄 

異物の吸い 

込み 

交換 

汚れが顕著でないこと 

ｲﾝﾊﾟｸﾀの内壁を洗浄する 

 

雨滴捕集器に虫等の混入

がないこと 

Ｏﾘﾝｸﾞ類の交換 

○  

 

 

○ 

 ○ 

○ 

  

 

 

 

 

□ 

 目視、清掃 

すべて分解 

洗浄 

目視、清掃 

 

Ｏﾘﾝｸﾞ類の交

換 

 

試料大気

導入管 

汚れ 

目詰まり 

汚れが顕著でないこと 

目詰まりがないこと 

○   ○ 

○ 

   目視 

目視 

 

ﾊﾞｰﾁｬﾙｲﾝ

ﾊ゚ ｸﾀー  

装置内壁の 

洗浄 

交換 

内壁を洗浄する 

 

Ｏﾘﾝｸﾞ類の交換 

   ○   

 

□ 

 すべて分解洗

浄 

Ｏﾘﾝｸﾞ類の交

換 

 

本 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

体 

ろ紙捕集

部 

密着度 

 

分解点検 

ｽﾎﾟｯﾄの輪郭がはっきり

していること 

ろ紙捕集部の分解点検 

  ○  

 

○ 

   目視 

 

全て分解洗浄 

 

ろ紙 残量 

 

交換 

ろ紙の残量が十分あるこ

と 

ろ紙交換 

○ ○  

 

□ 

    目視 

 

交換 

 

線源部 汚れ 

 

線源強度 

確認 

静的感度 

確認 

線源部の保護膜表面が汚

れていないこと 

ﾍﾞｰﾀ線源強度が規定内に

あること 

等価膜を使用し感度確認

をおこない基準の値にな

っていること 

 

 

 

 

○ 

  

 

 

 

 

○ 

 

 

 

○ 

  

 

○ 

 目視、清掃 

 

目視 

 

線源校正用等

価 膜 を 使 用

し、校正値と

実 測 値 を 確

認、調整する 

 

検出部 汚れ 検出部の保護膜表面が汚

れていないこと 

     ○  目視、清掃  

流量計 動作確認 

流量確認 

ﾓﾆﾀｰ表示を確認 

校正済み流量計等で流量

を確認し、表示値とあっ

ていること 

○ ○    

 

 

○ 

 目視 

流量確認、調

整 

 

制御部 動作確認 正常であること  ○      動作確認  

各種ﾌｨﾙﾀ 汚れ 

交換 

汚れが顕著でないこと 

ﾗｲﾝﾌｨﾙﾀの交換 

    ○  

□ 

 目視、清掃 

各ﾗｲﾝﾌｨﾙﾀの

交換 

 

試 料 大

気 吸 引

ﾎﾟﾝﾌﾟ 

動作確認 

 

 

交換 

異常音、異常振動がない

こと 

 

消耗品の交換 

   ○   

 

 

□ 

 必要に応じて

ﾎﾟﾝﾌﾟの分解

清掃 

交換 

 

温度・ 

湿度・ 

圧力計 

表示値確認 正常であること 

 

○     ○  目視、調整 

 

 

表示部 時刻合わせ 実用上、現在時刻とあっ

ていること 

○    ○   NTT 時報等

で、時刻校正

を行う 

 

 



 

 

管 理 項 目 
基  準 

始

動

時 

管 理 周 期 

実施方法 備考 
1

週 

1

月 

3

月 

6

月 

1

年 

適

時 
対象 項目 

筐

体 

筐体 汚れ 汚れが顕著でないこと  ○      目視、清掃  

換気ﾌｨﾙﾀ 換気ﾌｨﾙﾀ 交換    ○    交換  

記 
 

録 
 

計 

印字 ｲ ﾝ ｸ切れ又

はｲﾝｸｲﾎﾞﾝ 

ｲﾝｸ切れがないこと 

印字が薄くないこと 

○ 

○ 

 

○ 

○  □ □ □ 専用掃除具で

洗う 

 

ﾍﾟﾝ先 汚れ 

詰まり 

汚れ、詰まりなどがない

こと 

   ○    目視、清掃  

記録紙 残量 残量を確認すること ○  □     目視、交換  

総 
 

合 
 

調 
 

整 

ｾﾞﾛ校正 機能 ｾﾞﾛ校正が可能なこと 

空試験が可能なこと 

○ 

○ 

  ○   

○ 

  

試料大気導入

管を含めた空

試験 

 

ｽ ﾊ ﾟ ﾝ 校

正 

機能 ｽﾊﾟﾝ校正が可能なこと ○   ○    等価膜を用い

て静的試験 

 

流量制御 機能 調整又は設定が可能なこ

と 

○     ○  確認、調整  

○点検（調整、清掃含む） 

□交換又は補充 

 



 

風向風速計 

管 理 項 目 

基  準 

始

動

時 

管 理 周 期 

実施方法 備考 
1

週 

2

週 

1

月 

3

月 

6

月 

1

年 

適

時 

 
対象 項目 

本 

体 

風 向 風

速 

（ﾌﾟﾛﾍﾟ

ﾗ式） 

ｾﾝｻｰ ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ回転動作、方位回

転動作に異常のないこと 

○ ○       目視  

記 
 

録 
 

計 

印字 ｲﾝｸ切れ ｲﾝｸ切れがないこと ○  ○      専用掃除具で

洗う 

 

ｲﾝｸﾘﾎﾞﾝ 印字が薄くないこと ○     □ □ □ 目視、清掃  

ﾍﾟﾝ先 汚れ、詰ま

り 

汚れ、詰まりがないこと     ○    目視、清掃  

記録紙 残量 残量を確認すること ○ ○  □     目視、交換  

機 構 部

分 

動作 異常音、異常振動等がな

いこと 

○       □ 目視、清掃、

注油 

 

○点検（調整、清掃含む） 

□交換又は補充 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



業務委託契約書 

 

和歌山市（以下「甲」という。）と      （以下「乙」という。）は、次の

とおり委託契約を締結し、信義に従って誠実に履行するものとする。 

（委託業務） 

第１条 甲は、大気汚染常時監視自動測定機維持管理業務（以下「委託業務」とい

う。）を乙に委託し、乙はこれを受託するものとする。 

（契約期間） 

第２条 この契約の期間は、令和８年４月１日から令和９年３月３１日までとする。 

（委託業務の履行方法） 

第３条 乙は、別紙仕様書の内容に従って委託業務を履行しなければならない。 

（委託金） 

第４条 委託金の額は、      円（うち消費税及び地方消費税に相当する額

円を含む。）とする。 

（権利義務の譲渡等の禁止） 

第５条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡等により承継さ

せてはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合は、この限

りでない。 

（再委託の禁止） 

第６条 乙は、委託業務の全部又は一部の履行を第三者に委託し、又は請け負わせ

てはならない。ただし、委託業務の一部の履行について、あらかじめ甲の書面に

よる承諾を得た場合は、この限りでない。 

（委託業務の調査等） 

第７条 甲は、必要があると認めるときは、委託業務の履行状況について調査を行

い、若しくは乙に対して報告を求め、又は乙に対して委託業務の履行に関して必

要な指示を与えることができる。 

（業務内容の変更等） 

第８条 甲は、必要がある場合は、委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時

中止することができる。この場合において、委託金額又は契約期間を変更する必

要があるときは、甲乙協議して書面により定めるものとする。 

２ 甲は、前項の場合において、乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しな

ければならない。この場合において、賠償金の額は、甲乙協議して定める。 

 

 



（損害の負担） 

第９条 委託業務の履行に関して発生した損害（第三者に及ぼした損害を含む。以

下この項において同じ。）は、乙が負担するものとする。ただし、甲の責めに帰す

べき事由により生じた損害は、甲が負担する。この場合において、甲が負担すべ

き額は、甲乙協議して定める。 

２ 甲は、委託業務の履行に関して発生した事故により乙の従業員が受けた損害に

ついては、一切の責任を負わないものとする。 

（乙の履行不能） 

第１０条 乙は、その責めに帰すべき事由により委託業務を履行しないときは、そ

の履行不能分に相当する委託金の額を減額して、甲に委託金の請求をしなければ

ならない。この場合において、減額する額は、甲が定める。 

２ 前項の場合において、甲に損害が生じたときは、乙は、その損害を賠償しなけ

ればならない。 

３ 前項の損害賠償請求は、甲が乙に対し、委託金額の１００分の１０の金額に相

当する額の違約金を請求することを妨げないものとする。 

（確認） 

第１１条 乙は、委託業務を履行したときは、その都度、遅滞なくその旨を甲が定

める方式により甲に通知し、甲の確認を求めなければならない。 

２ 甲は、前項の確認の結果、乙が仕様書に従って委託業務を履行していないと認

められる場合は、第２条の契約期間内に、乙に完全な履行を求めることができる。

この場合において、乙はその履行を完了したときは、遅滞なくその旨を甲に通知

し、その確認を求めなければならない。 

（委託金の支払） 

第１２条 乙は、履行した委託業務について前条の規定による確認を受けた後、甲

に対して委託金の支払を請求するものとする。 

２ 甲は、前項の支払請求を受けたときは、その日から３０日以内に委託金を乙に

支払わなければならない。 

３ 乙は、甲の責めに帰すべき事由により前項の規定による委託金の支払が遅れた

ときは、未受領金額につき、その遅延日数に応じ、年２．５パーセントの割合で

計算した額の遅延利息の支払を甲に請求することができる。 

（甲の解除権） 

第１３条 甲は、次条及び乙の債務不履行による場合のほか、乙が次の各号のいず

れかに該当するときは、この契約を解除することができる。 

（１）契約期間中委託業務を継続して履行できる見込みがないと明らかに認められ

るとき。 



（２）債務の履行を拒絶する意思を明確に示したとき。 

（３）事由のいかんを問わず、契約に違反したとき。 

２ 前項の規定により契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、乙

は、その損害を賠償しなければならない。ただし、乙の責めに帰することができ

ない事由によるものであるときは、この限りでない。 

３ 前項の損害賠償請求は、甲が乙に対し、委託金額の１００分の１０に相当する

額の違約金を請求することを妨げないものとする。 

４ 甲は、第１項の規定によりこの契約を解除した場合、委託業務の既履行部分に

ついて確認の上、その部分に相応する委託金を乙に支払わなければならない。 

第１４条 甲は、必要があるときは、乙に対して３か月前までに通知をしてこの契

約を解除することができる。 

２ 第８条第２項及び前条第４項の規定は、前項の規定によりこの契約を解除した

場合に準用する。 

（暴力団等排除に係る解除） 

第１５条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除する

ことができる。 

（１）乙の役員等（法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代

表者、その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び

理事等、個人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者をいう。以下

同じ。）に次に掲げる者がいると認められるとき。 

ア 暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法

律第７７号。以下「暴対法」という。）第２条第６号に規定する暴力団員をい

う。以下同じ。） 

イ 暴力団関係者（暴力団員ではないが暴対法第２条第２号に規定する暴力団

（以下「暴力団」という。）と関係を持ちながら、その組織の威力を背景とし

て暴力的不法行為等を行う者をいう。以下同じ。） 

（２）乙の経営又は運営に暴力団員又は暴力団関係者（以下「暴力団員等」という。）

が実質的に関与していると認められるとき。 

（３）乙の役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等

が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等（法人その他の団体又は個

人をいう。以下同じ。）を利用するなどしていると認められるとき。 

（４）乙の役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営

若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便

宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められる

とき。 



（５）乙の役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき

関係を有していると認められるとき。 

（６）乙の役員等又は使用人が、前各号のいずれかに該当する法人等であることを

知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。 

（７）乙が、暴力団又は暴力団員等から、妨害又は不当要求を受けたにもかかわら

ず、警察への被害届の提出を故意又は過失により怠ったと認められるとき。 

２ 甲は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、甲に損害が生じた

ときは、乙はその損害を賠償しなければならない。 

３ 甲は、第１項の規定によりこの契約を解除したことにより、乙に損害が生じて

も、その責めを負わないものとする。 

（談合等不正行為に係る甲の解除） 

第１６条 乙が次の各号のいずれかに該当したとき、甲は直ちにこの契約を解除する

ことができる。ただし、その事由が甲の責めに帰すべきものによる場合は、この

限りでない。 

（１）公正取引委員会が、この契約に関し、乙に違反行為があったとして私的独占

の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４号。以下「独占

禁止法」という。）第４９条に規定する排除措置命令（以下「排除措置命令」とい

う。）を行い、当該措置命令が確定したとき。 

（２）公正取引委員会が、この契約に関し、乙に違反行為があったとして独占禁止

法第６２条第１項の規定による課徴金の納付を命じ、当該課徴金納付命令（以下

「納付命令」という。）が確定したとき（確定した納付命令が独占禁止法第６３条

第２項の規定により取り消された場合を含む。）。 

（３）公正取引委員会が、この契約に関し、排除措置命令又は納付命令（これらの

命令が乙又は乙が構成事業者である事業者団体（以下「契約者等」という。）に対

して行われたときは、契約者等に対する命令で確定したものをいい、契約者等に

対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定したものをいう。

次号において同じ。）を行った場合において、乙に独占禁止法に違反する行為の実

行としての事業活動があったとされたとき。 

（４）排除措置命令又は納付命令により、契約者等に独占禁止法に違反する行為が

あったとされた期間及び当該違反行為の対象となった取引分野が示された場合に

おいて、この契約が当該期間（これらの命令に係る事件について、乙に対する納

付命令が確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該

違反行為の実行期間を除く。）に入札等（見積書等の提出に基づく受注者選定を含

む。）が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。 

 



（５）乙（乙が法人の場合にあっては、その役員又は使用人）がこの契約に関し行

った行為について刑法（明治４０年法律第４５号）第９６条の６若しくは第１９

８条又は独占禁止法第８９条第１項若しくは第９５条第１項第１号の規定による

刑が確定したとき。 

２ 乙は、前項各号のいずれかに該当するときは、甲がこの契約を解除するか否かを

問わず、賠償金として、契約金額の１０分の２に相当する額又は実際の損害額の

うちいずれか多い額を甲に対して支払わなければならない。この契約の履行が完

了した後にその事由に該当した場合も同様とする。 

３ 甲は、第１項の規定によりこの契約を解除したことにより、乙に損害が生じても、

その責めを負わないものとする。 

（乙の解除権） 

第１７条 乙は、甲の債務不履行の場合によるほか、次の各号のいずれかに該当す

るときは、この契約を解除することができる。 

（１）第８条第１項の規定により委託業務の内容を変更したため、委託金額が３分

の２以上減少したとき。 

（２）第８条第１項の規定による委託業務の一時中止期間が６か月を超えたとき。 

２ 第８条第２項及び第１３条第４項の規定は、前項の規定により、この契約が解

除された場合に準用する。 

（賠償金等の徴収） 

第１８条 甲は、乙がこの契約に基づく賠償金又は違約金を甲の指定する期間内に

支払わないときは、甲が乙に支払うべき委託金と相殺し、なお不足あるときは乙に

追徴する。 

（秘密の保持等） 

第１９条 乙は、委託業務を履行するに際し知り得た秘密を漏らしてはならない。 

２ 乙は、委託業務に従事する者が委託業務を履行する際に知り得た秘密を漏らさ

ないよう指導しなければならない。 

３ 乙は、乙又は乙の委託業務に従事した者が秘密を漏らしたため、甲が損害を受

けたときは、その損害を賠償しなければならない。 

（個人情報取扱特記事項の遵守） 

第２０条 乙は、委託業務の履行に当たっては、別記個人情報取扱特記事項を遵守し

なければならない。 

２ 甲は、乙が前項の規定に違反して個人情報の取扱いをしていると認めたときは、

乙の名称、事業所又は事業所の所在地及び代表者並びに当該違反事実の公表をす

ることができるものとする。 

 



（和歌山市情報セキュリティポリシーの遵守） 

第２１条 乙は、委託業務の履行に当たり、和歌山市情報セキュリティポリシー（以

下「ポリシー」という。）を遵守しなければならない。 

２ 乙は、この契約による事務を履行するに当たり、ポリシーで規定する重要情報資

産（以下「情報資産」という。）を取り扱う際には、当該情報が個人情報に該当し

ない場合においても、個人情報と見なして前条第１項に規定する別記の個人情報

取扱特記事項を遵守すること。 

３ 甲は、乙が第１項及び前項の規定に違反して情報資産の取扱いをしていると認め

たときは、前条第２項の規定を準用する。 

（補則） 

第２２条 この契約に定めのない事項又は疑義の生じた事項については、必要に応

じて甲乙協議して定める。 

この契約の締結を証するため、契約書を２通作成し、双方記名押印の上、各自１

通を保有する。 

 

 

 令和８年４月１日 

 

               甲   和歌山市七番丁２３番地 

                   和歌山市 

                   和歌山市長 尾 花 正 啓 

 

 

               乙    

 



別記  

個人情報取扱特記事項  

 

（基本的事項） 

第１ この契約により、和歌山市（以下「甲」という。）から事務の委託を受け

たもの（以下「乙」という。）は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契

約による事務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては、個人情報の保

護に関する法律その他個人情報に関する法令等を遵守し、個人の権利利益を侵

害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。  

（従事者等の明確化） 

第２ 乙は、この契約に係る事務の管理責任者及び事務に従事する者（以下「こ

の契約に係る事務に従事する者等」という。）並びにこの契約に係る個人情報

を取り扱う場所（以下「作業場所」という。）を明確にし、甲から求めがあっ

たときは、甲に報告しなければならない。 

（適正な管理） 

第３ 乙は、この契約による事務に係る個人情報の漏えい、改ざん、滅失、毀損

その他の事故を防止するため、個人情報の取扱いをこの契約に係る事務に従事

する者等に限定し、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

（１）この契約に係る事務を処理するために甲から貸与を受けた、又は乙が収集

し、複製し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等（以下「個人情

報が記録された資料等」という。）について、甲から求めがあったときは、

記録を作成すること。 

（２）個人情報が記録された資料等は、この契約に係る事務に従事する者等以外

の者が利用できないよう、施錠等管理すること。 

（３）その他個人情報の管理のために必要な措置を講じること。 

（教育の義務） 

第４ 乙は、この契約に係る事務に従事する者等に対し、この特記事項の遵守に

必要なこと、個人情報の違法な利用及び提供に対して罰則が適用されること等

個人情報の保護に関して必要な教育を行わなければならない。  

（秘密の保持） 

第５ 乙は、この契約に係る事務に関して知り得た個人情報を他人に知らせては

ならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 

（受託目的以外の利用等の禁止）  

第６ 乙は、この契約に係る個人情報を当該事務以外の目的に利用し、又は第三

者に提供してはならない。ただし、甲の書面による承諾をあらかじめ得た場合



又は甲の指示があった場合は、この限りでない。  

（複写又は複製の禁止） 

第７ 乙は、この契約に係る事務を処理するに当たって、甲から貸与された個人

情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。ただし、甲の書

面による承諾をあらかじめ得た場合又は甲の指示があった場合は、この限りで

ない。  

（持ち出しの禁止） 

第８ 乙は、この契約に係る事務を処理するに当たって、作業場所から個人情報

を持ち出してはならない。ただし、業務上、やむを得ず、持ち出しするときは、

甲の承認を得た上で、書面に記録するものとする。  

（再委託の禁止）  

第９ 乙は、この契約による事務に係る個人情報の処理を自ら行うものとし、第

三者にその処理を委託してはならない。ただし、甲の書面による承諾をあらか

じめ得た場合は、この限りではない。その際は、乙の責任において、再委託者

にこの特記事項の規定を遵守させなければならない。 

２ 前項の規定は、再委託者が乙の子会社（会社法（平成１７年法律第８６号）

第２条第１項第３号に規定する子会社をいう。）である場合も、同様とする。 

（資料等の返還又は廃棄） 

第１０ 乙は、個人情報が記録された資料等を、この契約が終了し、又は解除さ

れた後速やかに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示

したときは、その指示に従うものとする。  

なお、甲の指示により、個人情報が記録された資料等を廃棄する場合は、復

元不可能な方法で確実に廃棄処分を行い、その結果を書面により証明しなけれ

ばならない。  

（報告又は資料の提出） 

第１１ 甲は、個人情報を保護するために必要な限度において、乙に対し、個人

情報の管理状況の履行について書面で報告を求めること及び乙の作業場所へ

の立入調査ができるものとし、乙は、甲から改善を指示された場合には、その

指示に従わなければならない。 

（事故発生時の報告義務） 

第１２ 乙は、個人情報の漏えい、改ざん、滅失、毀損その他の事故が生じた場

合に備え、甲に対し、速やかに報告できる緊急時の連絡体制を整備しなければ

ならない。また、事故が生じ、又は生じるおそれがあることを知ったときは、

速やかに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。この契約が終了し、又

は解除された後においても、同様とする。   



（１）直ちに被害を最小限に抑えるための措置を講じ、甲に報告すること。  

（２）当該事故の原因を分析すること。  

（３）甲の求めに応じて、当該事故の再発防止策を実施すること。  

（４）甲の求めに応じて、当該事故の記録を書面で提出すること。  

（漏えい等が発生した場合の責任） 

第１３ 乙は、この契約に係る個人情報の漏えい、改ざん、滅失、毀損その他の

事態が発生した場合において、その責に帰すべき理由により甲又は第三者に損

害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。また、甲は、必要に

応じ、乙の名称、所在地及び代表者並びに当該事故の事実を公表できるものと

する。 

 

 

 


